仕　様　書

１　件名
建築・土木技術職場における窓口及び執務環境整備等計画業務委託

２　履行期間
契約締結日から令和９年３月３１日まで

３　履行場所
　　墨田区役所９階及び１０階（待合スペース含む。）
	階数（課数）
	課　名

	９階（９課）
	《都市計画部》
都市計画課、住宅課、建築指導課、不燃・耐震促進課、密集市街地整備推進課
《都市整備部》
都市整備課
《立体化・まちづくり推進担当》
立体化推進課、拠点整備課、まちづくり調整課

	１０階（４課）
	《ファシリティマネジメント担当》
　公共施設マネジメント推進課
《都市整備部》
　土木管理課、公園課、道路・橋りょう課


（令和8年1月現在）

４　委託内容
　⑴　全体業務
ア　本業務に関するプロジェクト管理
（ア）業務計画書の作成
次に掲げる事項を網羅した業務計画書を作成の上、区に提出し承認を得ること。
　　　　ａ　業務実施方針
　　　　ｂ　業務詳細工程
　　　　ｃ　業務実施体制及び組織図
（業務体制、組織体系図、業務担当表、連絡体制、連絡先）
　　　　　　ｄ　その他必要とする事項
　　（イ）業務計画書の変更
　　　　　業務計画書を変更する必要がある場合は、その都度速やかに区と協議を行い、変更業務計画書を提出し承認を得ること。
　　（ウ）全体スケジュールのとりまとめ及び進捗管理
本業務全体のスケジュールのとりまとめ及び各業務におけるスケジュール管理や課題管理等の進捗管理を行うこと。
　　イ　定例会議の運営支援等
　　　　本業務の円滑な遂行のため、発注者と受託者間の認識共有、進捗状況の確認、及び課題管理を目的とした定例会議を、原則として月1回以上開催すること 。 受託者は、会議開催前にアジェンダ（会議次第）を提示し、会議終了後は速やかに議事録を作成し、発注者の承認を得ること。
ウ　現状調査
オフィス整備及びレイアウト変更に必要となる現状の把握を行うため、以下の項目について実施すること。
（1） 現行のレイアウト状況
（2） 使用什器（品名、数量、サイズ等）
（3） OA機器、固定電話、各所管システム、電源等の設置状況
（4） 移転における課題（業務上のリスク、特殊用件等）の把握。
エ　目指す働き方の検討
各課の業務特性を理解したうえで目指すオフィスの方向性を整理すること。なお、提案時には、各業務に関連する国及び地方公共団体等の動向及び事例、トレンド等について情報収集を行い、参考資料としてあわせて提示をすること。
オ　先行実施における効果検証支援
上記エの「目指す働き方の検討」にあたり、区で先行実施を予定している取組※について効果検証を含めた実施支援を行うこと。
※「先行実施を予定している取組」とは、職員約４０名を対象に新しい働き方に関する検証を行うものであり、令和８年度中に一部家具の先行購入を予定している。
カ　基本レイアウト図の作成
上記エ、オに基づきオフィスレイアウトプランを作成すること。受託者は、レイアウト図（基本案として複数案提示すること ）及びイメージパース図を作成し 、対象部署と協議を行うこと。
なお、レイアウトの作成に当たっては次の事項に留意すること。
（ア）来庁者スペースと執務室は分けたゾーニングを基本とする。また将来の変化に柔軟に対応できる空間とすること。
（イ）対象課ごとにヒアリング等を実施し、職員が目指す働き方やオフィス空間に求める機能を適切に把握した上で、その結果を反映したレイアウト図を作成すること。
（ウ）職員の働きやすい環境に重点をおいたレイアウト図を作成すること。
　　キ　実施レイアウト図の作成
　　　　上記カの「基本レイアウト図」に基づき、最終的な実施レイアウト図を作成すること。
（ア）新規調達什器と既存転用什器が分かるように、色分けを行う等の工夫をすること。
（イ）原則として、既存の執務空間に設置している壁電源や窓（排煙窓を含む。）、煙探知機、通気口及び照明（非常用照明を含む。）については、移設、撤去又は更新等は行わず現状のまま活用すること。
　　ク　什器等整備計画の策定（調達・転用・処分）
（ア）新規什器等購入計画の作成支援及び新規什器等入札仕様書作成支援
　　ａ　新規什器等購入計画の作成支援
上記ウの「実施レイアウト図」に基づき、新規什器等購入計画を作成すること。新規什器等購入計画には、次の①から⑤までの条件を満たす３社の同等品の品名、製品番号、数量、形状寸法、色、価格（定価）を明記すること。
≪調達する什器の基準≫
1 国際標準化機構（ISO）品質保証規格9001、環境マネジメント規格14001及び日本工業規格（JIS）認定メーカーで製造された製品であること。
2 原則、グリーン購入法適合製品であること。
3 日本オフィス家具協会に加盟した事業者の製品であること。
4 メーカー保証が担保された製品を納入すること。
5 エレベーターで運搬が可能な製品であること。
　　　　ｂ　新規什器等入札仕様書作成支援
　　　　　　上記ク　ア）ａに基づき、什器等の調達のための仕様書作成支援を行うこと。
　　　　ｃ　新規什器等の購入概算費用の算定
　　　　　　新規什器等購入概算費用の算定を行うこと。
　　（イ）既存什器等転用計画及び処分計画の作成
ａ　既存什器等転用計画及び処分計画の作成
既存什器等の再利用判定に係る基準を設定し、転用計画及び処分計画を作成すること。
ｂ　既存什器等処分概算費用の算定
既存什器等の処分概算費用の算定を行うこと。
　　ケ　整備実施計画の策定
　　（ア）整備実施計画の策定
　　　　　上記アからクを踏まえ、整備実施計画を作成すること。策定する内容は、次の項目とし、策定するに当たっては、搬出入だけではなく、什器備品の組み立て、設置を含めた詳細な計画とすること。また、庁舎リニューアルに伴う工事施工状況を踏まえるとともに、当該工事やＯＡ床化工事等の事業者並びに電話回線及び庁内ネットワークを所管する部署とは緊密な連携を図り、業務の継続に支障をきたさない計画とすること。
なお、オフィス等の整備は令和９年度以降に予定しているが、詳細については、区と協議の上、実施計画を策定すること。
≪計画の内容≫
ａ　物流運搬（移転）計画
ｂ　レイアウト改修工事計画
ｃ　その他整備が必要な項目
　　（イ）物流運搬（移転）概算費用の算定及び物流運搬（移転）業務委託仕様書の作成支援
　　　　　上記（ア）ａを踏まえ、物流運搬（移転）概算費用の算出を行うとともに、物流運搬（移転）業務委託仕様書の作成支援を行うこと。
　　コ　文書及び物品の削減及び保管の実施支援
対象課における文書及び物品の削減及び保管の課題について、区が課題解決に向けて取り組むべき内容（意識改革、削減の実施、文書等の保管方法の検討等）についての支援を行うこと。

５　成果物
　⑴　成果品
　　　次の成果品を提出すること。
　　　なお、本業務における成果物の所有権及び著作権は区に帰属するものとする。
	対象フェーズ
	成果物
	提出期限

	プロジェクト管理
	・業務計画書
	契約締結後１０日以内

	定例会
	・会議次第
・会議録
	会議前日まで
会議終了後７日以内

	現状調査
	・現状レイアウト図
・使用什器リスト
・ＯＡ機器、固定電話等のリスト
	区と協議の上決定

	レイアウト図の作成
	・基本レイアウト図※
・実施レイアウト図※
	

	什器等整備計画の策定
	・新規什器等購入計画書（購入概算費用含む。）
・既存什器等転用計画書及び処分計画書（処分概算費用含む。）
	

	整備実施計画の策定
	整備実施計画書（整備実施概算費用含む。）
	


　⑵　提出方法
　　ア　成果品をＡ４版ファイルに綴じ込んだ出力データ　２部
イ　電子データを格納したCD－ROM等　１部 
　　※　電子媒体に格納するファイルは、Microsoft office2016で閲覧・編集が可能な形式とし、５⑴表中の※については、JWW形式またはDXF形式、並びにPDF形式で提出すること。
６　貸与資料
　　９・１０階フロアの現状の躯体図に関する資料を貸与する。

７　支払方法
履行検査確認後、受託者からの適法な請求により一括で支払う。

８　その他
本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、区と受託者の協議により決定する。

９　担当
墨田区都市計画部建築指導課　担当　須永
電話：０３－５６０８－６２６４（直通）
E-mail：KENCHIKUSIDO@city.sumida.lg.jp
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